
入 札 説 明 書

１ 入札に付する事項 

一宮市は、行政財産である一宮市尾張一宮駅前ビルの建物の一部を賃貸する方法に

よりコインロッカーの設置を行います。 

このため、コインロッカーの設置者（以下「設置事業者」という。）を決めるための

一般競争入札を行います。 

２ 入札に付する建物区域 

一宮市尾張一宮駅前ビル（一宮市栄３丁目１番２号） 

コインロッカー設置場所 貸付面積 

１階北通路 ５㎡ 

※１ 別図参照 

３ 契約に関する条件  

（１）コインロッカーの設置は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第

２項第４号の規定に基づき、コインロッカーを設置する場所を貸付する方法で行う。 

（２）当該行政財産（コインロッカーを設置する場所）の貸付期間は、２０２５年４月１

日から２０３０年３月３１日までの５年間とする。 

（３）設置事業者は、コインロッカーを設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはなら

ない。 

（４）貸付料は、１月ごとの売上額に、入札により決定した歩合率を乗じた額とし、一宮

市が指定する期限までに納入しなければならない。 

（５）コインロッカーの設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用はすべて設置事業

者の負担とする。 

また、光熱水費についても設置事業者の負担とする。設置事業者において計量機器 

（パルス式子メーター）を設置し、それによる実費を月単位で一宮市尾張一宮駅前 

ビルを管理する指定管理者（以下「指定管理者」という。）が指定する期限までに全 

額納入しなければならない。 

（６）設置事業者は、本件賃貸借に係るコインロッカーの毎月の売上状況を、翌月１０日

までに一宮市に報告しなければならない。 

（７）設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復す 

ること。なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を一宮市に請求すること 

ができない。 

（８）貸付料を納付期限までに納付しない場合の延滞金は、その納付期限の翌日から納付

の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第

２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率の割合を乗じて計算し

て得た額とする。 

（９）関係法令等の遵守、徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場 

合は遅滞無く手続き等を行わなければならない。 



４ 設置するコインロッカーの条件  

設置するコインロッカーは次の条件を満たさなければならない。 

（１）コインロッカーの形状（幅・奥行き・高さ・口数）については、一宮市の承認を得

ること。契約期間内に変更する場合も同様とする。 

（２）交通系ＩＣカード（ＴＯＩＣＡ、ｍａｎａｃａ等）を使用することができること。 

（３）コインロッカーの使用料金については、近隣のコインロッカーの使用料金との均衡

を図ること。 

（４）コインロッカーに広告又はこれに類するものを掲示してはならない。 

５ 維持管理に関する条件 

（１）設置事業者は、コインロッカーを設置するにあたり、据付面を十分確認したうえで

安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 

（２）設置事業者は、設置事業者の責任において、コインロッカーの維持管理、機器の保

守修理、長期滞留（別途保管）荷物の回収・引き渡し等の対応、売上金の回収及び

報告等の業務を行うこと。 

（３）コインロッカーの故障、問合せ並びに苦情については、連絡先を明記し、設置事業

者の責任において対応すること。 

（４）硬貨及び紙幣の変更に対しては、速やかに対応すること。 

６ 入札参加資格 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の 

４第１項の規定に該当しない者であること。 

（２）政令１６７条の４第２項第１号から第６号までのいずれにも該当しない者（いずれ 

かに該当した者であって、その事実があった後２年を経過した者を含む。）であるこ 

と。 

（３）共同事業体及び共有名義での申し込みは不可とする。 

（４）一宮市内及び近隣市町に本店、支店、営業所並びに事業所を置いていること。 

  近隣市町とは次の市町をいう。 

  愛知県内 江南市、稲沢市、岩倉市、北名古屋市、清須市、名古屋市、津島市、小 

牧市、春日井市、犬山市、愛西市、あま市、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑 

町、海部郡大治町、西春日井郡豊山町 

  岐阜県内 岐阜市、羽島市、各務原市、羽島郡笠松町、大垣市、瑞穂市、羽島郡岐 

南町、安八郡安八町、安八郡輪之内町、海津市 

（５）コインロッカーの設置業務において、入札公告の日から過去５年以内に、自らが管

理するコインロッカーを公共施設等に設置した実績があること。 

（６）次に掲げる市税、県税及び国税の未納がないこと。 

 ア 市税 

  ・法人の場合 法人住民税、固定資産税、軽自動車税 

  ・個人の場合 個人住民税、固定資産税、軽自動車税 



 イ 県税 

  ・法人の場合 法人事業税、法人県民税、自動車税 

・個人の場合 個人事業税、自動車税 

ウ 国税 

  ・法人の場合 法人税、消費税及び地方消費税 

  ・個人の場合 所得税、消費税及び地方消費税 

（７）入札公告の日から落札決定までの間、愛知県及び一宮市から指名停止措置を受けて 

いないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続開始の 

申立てがなされていない者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条 

の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（９）入札公告の日から入札の日までの期間において、次のいずれにも該当していないこ 

と。 

 ア 役員等に、暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がいる法 

人等 

 イ 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 

 ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営 

若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 

 エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しく 

は運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供 

与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等 

 オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を 

有している法人等 

 カ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りな 

がら、これを利用するなどしている法人等 

 （９）における用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。 

役員等 

法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、

その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者

及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者

法人等 法人その他の団体又は個人 

暴力団 
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団 

暴力団員 暴力団の構成員 

暴力団関係者 
暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背

景として暴力的不法行為等を行う者 

７ 入札参加申込みの受付 

   一般競争入札参加申込書は、直接持参のみで受け付けます。（郵送、ファクシミリ、

電子メール等による申込みはできません。） 

   受付期間内に受付場所に必要書類を提出してください。 



   受付期間、受付場所は、次の通りです。 

（１）受付期間 

   ２０２４年１０月１５日（火）から２０２４年１０月１７日（木） 

   午前９時から午後５時まで（正午から午後１時を除く） 

（２）受付場所 

   一宮市役所本庁舎 ９階 活力創造部指定管理課 

   一宮市本町２丁目５番６号 

（３）入札参加申込書類の内容審査及び入札参加資格の確認通知

   受付後に入札参加申込み書類の内容審査を行い、合格者には電子メールで入札参加

資格確認の通知をします。通知は１０月２２日（火）に行います。

（４）提出書類（各１部） 

   ア 一般競争入札参加申込書（様式第１）（法人の場合は様式第 1（その２）も必要） 

   イ 誓約書（様式第３）（代理人により入札する場合も申込人の誓約書） 

   ウ 証明書類（発行日から３か月以内のもの） 

     法人の場合・・・法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

     個人の場合・・・代表者の身分証明書及び代表者の登記されていないことの証 

             明書 

   エ 入札公告の日から過去３か年以内に、国、地方公共団体に、自らが設置したコ

インロッカーを管理又は運営した実績を証明する使用許可書又は契約書の写し

の何れか 

   オ 国税、県税及び市町村税の納税証明書（未納がないことの証明書） 

  申請日の直前年度分（法人住民税は直近の事業年度分）で発行日から３か月以 

     内のもの 

    ・市町村税について 

     ａ 法人・・・「法人住民税」、「固定資産税」及び「軽自動車税」の証明書 

     ｂ 個人・・・「個人住民税」、「固定資産税」及び「軽自動車税」の証明書 

    ・県税について 

     ａ 法人・・・「法人事業税」、「法人県民税」及び「自動車税」の証明書 

     ｂ 個人・・・「個人事業税」及び「自動車税」の証明書 

    ・国税について 

     ａ 法人・・・「法人税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

            （その３の３ 未納のないことの証明） 

     ｂ 個人・・・「所得税」及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書 

            （その３の２ 未納のないことの証明） 

８  設置場所説明について 

設置場所については、一宮市尾張一宮駅前ビルコインロッカー設置位置図を別途、

ウェブサイトへ掲載しますので確認してください。 

９  質問期間 



（１）期間 

   ２０２４年１０月１日（火）から１０月７日（月）午後５時まで（必着） 

（２）方法 

   質問は必ず電子メールで行うこと。 

   （メールアドレス：k-shitei@city.ichinomiya.lg.jp） 

   回答については１０月１０日（木）に指定管理課ウェブサイトにて公開予定 

※メール着信は、電話（0586-85-7080）で確認してください。なお、電子メールの

未着信等により発生したトラブルについて市は一切責任を負いません。 

１０ 入札執行の日時及び場所 

（１）日時 

  ２０２４年１０月３１日（木） 午前１１時００分  

（２）場所 

   一宮市役所本庁舎７階 ７０２会議室 

   一宮市本町２丁目５番６号 

（３）入札書類 

   委任状（様式第２：代理人により入札する場合）、入札書（様式第４） 

（４）入札の辞退 

   開札日時までに入札辞退書（任意様式）を担当部局に提出すること。

１１ 入札保証金 

入札保証金については、免除とする。 

１２ 入札歩合率 

（１）入札歩合率は、売上額に対する歩合率（％）を整数で記入してください。 

（２）売上額に歩合率を乗じた額を貸付料とし、消費税及び地方消費税を含むものとしま

す。 

１３ 入札 

（１）同一物件について、１人で２人以上の申込人の代理人となり、又は申込人が他の申

込人の代理人となることはできません。 

（２）提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができません。 

（３）次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

   ア 契約規則第３７条第１号から第１０号に該当する入札 

   イ 入札書の歩合率を訂正したもの 

   ウ 郵送による入札 

   エ 虚偽の事実を記載した者の入札 

   オ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

１４ 開札 



（１）入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければなりません。入札者又はその代 

理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない一宮市の職員を 

立ち合わせて開札を行います。 

（２）落札者は、一宮市の予定歩合率以上の最大歩合率をもって決定します。ただし落札

者となる同価格の入札者が２人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定

します。この場合において、くじを引かない者があるときは、代わって入札に関係

のない一宮市の職員にくじを引かせます。 

（３）開札の結果、予定歩合率に達する入札のない場合は、直ちに再入札をおこないます。 

ただし、入札回数は、第１回を含め３回以内とします。 

（４）前号の再入札の場合、次号のいずれかに該当する入札をした者は、再入札に参加す 

ることができません。 

   ア 契約規則第３７条第１号から第１０号までに該当する入札 

   イ 第２回目の入札結果により、第１回入札における最高歩合率以下の入札 

１５ 入札又は開札の中止 

天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することがあり 

ます。 

１６ 契約の締結 

（１）別紙契約書（様式第５）により、契約書を作成するものとします。 

（２）契約の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担とします。 

（３）貸付契約は申込者名義で行います。 

１７ 貸付料等の納付 

（１）貸付料は、月単位で納入通知により一括納付していただきます。 

（２）３ 契約に関する条件（５）に規定する光熱水費は、当該月の翌月に請求書により 

指定された期日までに指定管理者へ納付していただきます。振込手数料は落札者の

負担とします。 

１８ 契約保証金 

（１）落札者は、契約締結までに契約金額の１００分の１０以上の契約保証金（契約規則 

第９条に定める契約保証金に代わる担保を含む。）を契約締結までに一宮市に納付し 

なければならない。 

   ただし、契約規則第８条（契約保証金の納付の免除）の規定により、全部又は一部 

の納付を免除されたときは、この限りでない。 

（２）前項のほか契約保証金の取り扱いは、契約規則の定めによります。 


